
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
金
等
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
の
共
済
金
等
の
支
払
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
条
文

金

融

庁

（
）

○
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
金
等
及
び
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
の
共
済
金
等
の
支
払
基
準

平
成
十
三
年

告
示
第
一
号

国
土
交
通
省

（
）

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分

改

正

案

現

行



附

則

こ
の
告
示
は

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し

同
日
以
後
に
発
生
す
る
自
動
車
の
運
行
に
よ
る
事
故
に
係
る
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
金
等
及
び
自
動
車

、

、。

損
害
賠
償
責
任
共
済
の
共
済
金
等
の
支
払
か
ら
適
用
す
る


